
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
生
活
保

護
に
係
る
施
策
と
の
整
合
性
に
配
慮
す
る
」

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
改
正
法
の
趣
旨

と
政
府
の
「
成
長
力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓

会
議
」
の
政
労
使
合
意
を
踏
ま
え
、
2
0
0

8
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
改
定
の
目

安
で
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
と
生
活
保
護

水
準
と
の
乖
離
額
を
明
示
し
た
上
で
、
一

定
期
間
で
乖
離
を
解
消
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
2
0
0
7
年
度
に

「
成
長
力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
」
の

合
意
を
踏
ま
え
て
従
来
に
比
べ
て
大
幅
な

引
き
上
げ
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
引
き
続
き
、

2
0
0
8
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
は
、

従
来
傾
向
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
大
幅
な

引
き
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
産
業
別
最
低
賃
金
に
つ
い
て
は
、

改
正
最
低
賃
金
法
に
よ
っ
て
「
特
定
最
低
賃

金
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
改
正
後
も

こ
れ
ま
で
の
運
用
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
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世
界
同
時
不
況
を
背
景
と
し
た
日
本
経

済
の
急
激
な
悪
化
に
よ
っ
て
、
金
属
産

業
の
生
産
は
大
幅
な
縮
小
を
余
儀
な
く

2
0
0
9
年
度
産
業
別
最
低
賃
金
の

取
り
組
み
方
針

2
0
0
9
年
1
月
28
日
　
金
属
労
協
・
最
賃
セ
ン
タ
ー

特 集 1

さ
れ
、
非
正
規
労
働
者
の
雇
い
止
め
等

の
雇
用
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
雇
用
環
境
の
悪
化
に
よ
っ
て
賃
金

の
切
り
下
げ
圧
力
が
高
ま
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
、
雇
用
に
関
す
る
社
会
的
セ
ー
フ
テ

ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
整
備
と
と
も
に
、
賃
金
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
る
地
域
別
最

低
賃
金
の
水
準
改
善
や
、
公
正
な
賃
金
決

定
を
支
え
る
産
業
別
最
低
賃
金
の
実
効

性
を
高
め
る
こ
と
が
、
従
来
以
上
に
重
要

に
な
っ
て
い
ま
す
。

雇
用
形
態
の
多
様
化
や
そ
れ
に
伴
う
低

賃
金
層
の
増
大
に
対
し
て
、
賃
金
の
最
低

限
を
保
障
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を

強
化
す
る
観
点
か
ら
最
低
賃
金
法
が
改
正

さ
れ
、
2
0
0
8
年
７
月
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
改
正
法
で
は
、
地
域
別
最
低
賃
金

の
決
定
基
準
の
１
つ
で
あ
る
地
域
に
お
け

る
「
労
働
者
の
生
計
費
」
に
関
し
て
、「
労

働
者
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

金属労協最賃センター 2009年度全国会議

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
最
低
賃

金
法
に
よ
る
罰
則
の
適
用
が
な
く
な
っ
た

も
の
の
（
た
だ
し
、
労
働
基
準
法
第
24
条

違
反
に
よ
る
罰
則
を
適
用
）、
派
遣
労
働
者

に
つ
い
て
は
派
遣
先
の
最
低
賃
金
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
地
域
別
最
低
賃
金

と
共
通
）、
非
正
規
労
働
者
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
雇
用
を
取
り
ま
く
環
境
の
変

化
や
地
域
別
最
低
賃
金
の
動
向
、
労
働
組

合
の
社
会
的
な
役
割
を
踏
ま
え
て
、
賃
金

の
底
上
げ
と
格
差
改
善
に
つ
な
が
る
水
準

へ
と
産
業
別
最
低
賃
金
を
引
き
上
げ
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

金
属
労
協
で
は
、
2
0
0
8
年
12
月
に
、

「
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
締
結
拡
大
と
着

実
な
引
き
上
げ
に
向
け
て
」
と
題
す
る
方

針
を
確
認
し
ま
し
た
。
方
針
で
は
、
産
業

別
最
低
賃
金
の
取
り
組
み
を
強
化
す
る
た

め
、
全
企
業
連
・
単
組
の
企
業
内
最
低
賃



7 IMF JC 2009 Winter

特集 ◆◆最低賃金制度の動向と労働組合の取り組み

金
協
定
締
結
と
高
卒
初
任
給
に
準
拠
し
た

水
準
へ
の
引
き
上
げ
に
計
画
的
に
取
り
組

む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
企
業
内
最
低
賃

金
協
定
締
結
の
成
果
を
産
業
別
最
低
賃
金

に
波
及
さ
せ
、
未
組
織
労
働
者
を
含
め
た

金
属
産
業
に
働
く
基
幹
的
労
働
者
の
賃
金

の
底
上
げ
を
図
り
、
金
属
産
業
の
魅
力
を

高
め
る
賃
金
の
実
現
を
め
ざ
す
こ
と
と
し

ま
す
。

2
0
0
9
年
度
は
、
こ
う
し
た
状
況
を

踏
ま
え
、
以
下
の
方
針
に
基
づ
き
、
す
べ

て
の
産
業
別
最
低
賃
金
の
金
額
水
準
の
引

き
上
げ
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。

法
定
最
低
賃
金
の

取
り
組
み

１.

産
業
別
最
低
賃
金
の
2
0
0
9
年
度

「
金
額
改
正
」
お
よ
び
「
新
設
」
の
取
り
組
み

1
金
額
改
正
の
取
り
組
み

都
道
府
県
別
に
設
定
さ
れ
て
い
る
す
べ

て
の
産
業
別
最
低
賃
金
に
つ
い
て
金
額
改

正
の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
と
し
ま
す
。

2
新
設
の
取
り
組
み

関
係
産
別
な
ら
び
に
連
合
本
部
、
当
該
地

方
連
合
と
連
携
し
、
積
極
的
に
新
設
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。

3
申
出
（
申
請
）
に
む
け
た
取
り
組
み

①
申
出
要
件
確
保
に
向
け
た
取
り
組
み

各
産
別
・
単
組
は
、
企
業
内
最
低
賃
金

協
定
の
締
結
や
、
産
業
別
最
低
賃
金
の
改

正
の
必
要
性
に
関
す
る
決
議
な
ど
に
よ
っ

て
、
申
出
要
件
を
確
保
し
ま
す
。

②
適
用
労
働
者
数
の
確
認

2
0
0
9
年
度
の
審
議
で
は
、
2
0
0
6

年
の
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
に
よ
っ
て

適
用
労
働
者
数
が
確
定
さ
れ
ま
す
が
、
調

査
以
降
、
事
業
所
の
統
廃
合
・
新
設
や
主

要
生
産
品
目
の
変
化
に
よ
る
産
業
分
類
の

変
更
な
ど
に
よ
っ
て
適
用
労
働
者
数
が
大

幅
に
変
動
し
て
い
る
場
合
に
は
、
都
道
府

県
労
働
局
と
の
調
整
が
必
要
に
な
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

意
向
表
明
後
、
都
道
府
県
労
働
局
よ
り

当
該
産
業
別
最
低
賃
金
の
適
用
労
働
者
数

が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

適
用
労
働
者
数
の
確
認
を
早
め
に
行
い
、

申
出
要
件
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

3
「
日
本
標
準
産
業
分
類
」
改
定
へ
の
対
応

2
0
0
8
年
４
月
か
ら
改
定
後
の
「
日

本
標
準
産
業
分
類
」
が
適
用
さ
れ
、
各
地

方
に
お
け
る
2
0
0
8
年
度
の
産
業
別
最

低
賃
金
の
審
議
に
お
い
て
、
現
行
適
用
産

業
の
範
囲
を
継
承
す
る
内
容
で
新
分
類
へ

の
組
み
換
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
後
の

意
向
表
明
や
金
額
改
正
の
申
出
に
あ
た
っ

て
は
、
こ
の
新
産
業
分
類
に
沿
っ
た
組
み

換
え
後
の
産
業
の
括
り
で
行
う
こ
と
と
し

ま
す
。

4
経
営
側
へ
の
理
解
活
動

「
産
業
別
最
低
賃
金
制
度
全
員
協
議
会
報

告
」（
2
0
0
2
年
12
月
６
日
）
で
は
、「
関

係
労
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
発
揮
を
中
心

と
し
た
改
善
」
等
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
。

「
関
係
労
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
発
揮
」

に
向
け
て
、
全
国
レ
ベ
ル
お
よ
び
各
都
道

府
県
レ
ベ
ル
に
お
け
る
当
該
産
業
の
業
界

団
体
や
当
該
企
業
（
事
業
所
）
等
に
対
し

て
、
産
業
別
最
低
賃
金
へ
の
理
解
と
協
力

を
求
め
る
活
動
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
と

し
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
別
掲
の
「
産
業
別
最
低

賃
金
制
度
全
員
協
議
会
報
告
へ
の
対
応
」

に
基
づ
き
、
申
出
に
関
し
て
、
当
該
企
業

（
事
業
所
）
に
対
す
る
報
告
や
話
し
合
い
な

ど
を
す
す
め
、
関
係
労
使
当
事
者
間
の
意

思
疎
通
を
図
る
こ
と
と
し
ま
す
。

5
疎
明
資
料
の
添
付

公
正
競
争
ケ
ー
ス
で
申
出
を
行
う
場
合

は
、「
公
正
競
争
確
保
の
必
要
性
」
の
申
請

理
由
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
り
、
1
9

9
8
年
12
月
の
中
央
最
低
賃
金
審
議
会

「
産
業
別
最
低
賃
金
に
関
す
る
全
員
協
議
会

報
告
」
を
踏
ま
え
て
、
企
業
規
模
間
格
差
、

組
織
・
未
組
織
間
な
ど
の
賃
金
格
差
の
存

在
を
疎
明
す
る
「
疎
明(

そ
め
い)

資
料
」
の

作
成
と
提
示
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
ま
す
。

な
お
、
疎
明
資
料
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

地
方
連
合
、
産
別
の
連
携
の
も
と
に
対
応

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

6
申
出（
申
請
）時
期

2
0
0
9
年
3
月
末
ま
で
に
改
正
お
よ
び

新
設
の
意
向
表
明
を
行
い
、
早
期
発
効
を

念
頭
に
、
6
月
末
ま
で
の
申
出
を
め
ざ
し

ま
す
。

7
金
額
水
準
の
考
え
方

地
域
別
最
低
賃
金
が
従
来
に
比
べ
て
大

幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
中
で
、
地
域
別
最

低
賃
金
に
対
す
る
産
業
別
最
低
賃
金
の
優

位
性
を
従
来
ど
お
り
維
持
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
同
一

価
値
労
働
・
同
一
賃
金
を
基
本
と
し
た
均

等
・
均
衡
待
遇
の
実
現
に
向
け
て
、
企
業

内
最
低
賃
金
の
締
結
と
水
準
引
き
上
げ
成

果
を
、
未
組
織
労
働
者
を
含
め
た
当
該
産

業
の
基
幹
的
労
働
者
に
波
及
さ
せ
る
こ
と

を
め
ざ
し
、
産
業
別
最
低
賃
金
の
水
準
の

引
き
上
げ
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。

産
業
別
最
低
賃
金
が
、「
年
齢
要
件
」

（
18
歳
以
上
65
歳
未
満
）
を
設
け
、「
軽
易
業

務
」
除
外
後
の
基
幹
的
労
働
者
に
適
用
さ

れ
る
最
低
賃
金
で
あ
る
と
い
う
性
格
に
ふ

さ
わ
し
い
水
準
を
め
ざ
し
ま
す
。
産
業
ご

と
の
具
体
的
目
標
に
つ
い
て
は
、
各
産
別

の
取
り
組
み
と
し
ま
す
。

I
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①
金
属
労
協
の
掲
げ
る
企
業
内
最
低
賃
金

協
定
に
準
拠
し
た
水
準
（
後
掲
）
を
め
ざ
し

て
、
着
実
な
引
き
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し

ま
す
。

②
地
域
別
最
低
賃
金
に
対
し
て
少
な
く
と

も
「
10
％
以
上
上
回
る
水
準
の
確
保
」
に

取
り
組
ん
で
き
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
従
来

の
優
位
性
を
確
保
し
つ
つ
、
さ
ら
に
基
幹

的
労
働
者
に
ふ
さ
わ
し
い
水
準
へ
と
引
き

上
げ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

8
労
働
協
約
ケ
ー
ス
に
よ
る
申
出（
申
請
）

の
促
進
と
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
割

合
の
拡
大

産
業
別
最
低
賃
金
を
通
じ
て
、
企
業
内

最
低
賃
金
協
定
を
未
組
織
労
働
者
に
波
及

さ
せ
、
産
業
全
体
の
賃
金
の
底
上
げ
を
図

る
と
い
う
目
的
や
、
2
0
0
2
年
12
月
の

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
報
告
に
お
け
る

「
労
働
協
約
ケ
ー
ス
に
よ
る
申
し
出
に
向
け

た
努
力
」
を
踏
ま
え
、「
労
働
協
約
ケ
ー
ス
」

に
よ
る
申
出
を
一
層
促
進
し
ま
す
。

公
正
競
争
ケ
ー
ス
で
申
出
を
行
う
場
合

に
お
い
て
も
、
合
意
人
数
に
占
め
る
企
業

内
最
低
賃
金
協
定
の
割
合
を
高
め
る
こ
と

と
し
ま
す
。

9
発
効
日
の
前
倒
し

発
効
日
に
つ
い
て
は
、
1
9
9
0
年
度

以
降
「
す
べ
て
の
産
業
別
最
低
賃
金
の
年

内
発
効
」
を
め
ざ
し
て
取
り
組
み
を
す
す

め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
や

着
実
な
成
果
を
ふ
ま
え
、
引
き
続
き
早
期

発
効
に
取
り
組
み
、
具
体
的
に
は
10
〜
11

月
発
効
を
当
面
の
中
期
目
標
と
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
産
業
間
・
地
域
間
の
連
携
の

下
で
、
効
果
的
な
日
程
配
置
を
検
討
し
つ

つ
、
申
出
や
審
議
日
程
の
前
倒
し
等
の
取

り
組
み
を
推
進
し
ま
す
。

2.

目
安
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る

全
員
協
議
会
報
告
へ
の
対
応

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
が
地
域
別
最
低

賃
金
額
改
定
の
目
安
を
示
す
「
目
安
制
度
」

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
概
ね
５
年
ご
と

に
見
直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
前
回
の
見
直
し
は
、
2
0
0
4
年

12
月
に
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
で
了
承
さ

れ
、
2
0
0
5
年
度
の
目
安
か
ら
反
映
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
2
0
1
0
年
度
か

ら
新
た
な
目
安
制
度
の
下
で
審
議
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

2
0
0
9
年
に
は
、
中
央
最
低
賃
金
審

議
会
の
も
と
に
「
目
安
制
度
の
あ
り
方
に

関
す
る
全
員
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
、
目

安
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
審
議
に
つ
い
て

は
、
連
合
や
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
労
働

者
側
委
員
と
の
連
携
の
も
と
で
対
応
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。

3.

連
合
、
最
低
賃
金
審
議
会
委
員
、

地
方
組
織
と
の
連
携
強
化

諸
活
動
を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、
連
合

本
部
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
労
働
者
側

委
員
と
の
連
携
を
密
に
し
て
取
り
組
む
と

と
も
に
、
中
央
・
地
方
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
と
し
ま
す
。

ま
た
、
地
方
に
お
け
る
審
議
で
は
、
Ｊ

Ｃ
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
や
地
方
連
合
、
地
方
連

合
金
属
部
門
連
絡
会
、
地
方
最
低
賃
金
審

議
会
労
働
者
側
委
員
と
の
連
携
・
協
力
体

制
を
強
め
、
申
出
時
の
企
業
内
最
低
賃
金

協
定
の
チ
ェ
ッ
ク
や
日
程
配
置
、
共
通
主

張
・
目
標
の
設
定
な
ど
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
ま
す
。

企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の

取
り
組
み

1.

企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
締
結
促
進

企
業
内
最
低
賃
金
協
定
は
、
企
業
内
に

お
け
る
賃
金
の
最
低
規
制
で
あ
る
と
と
も

に
、
産
業
別
最
低
賃
金
の
基
礎
と
な
る
も

の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
申
出
要
件
で
あ

る
金
額
改
正
・
新
設
の
必
要
性
に
関
す
る

合
意
（
分
子
）
と
見
な
さ
れ
、
金
額
審
議
に

お
い
て
も
重
要
な
参
考
指
標
と
な
り
ま
す
。

産
業
別
最
低
賃
金
の
実
効
性
を
高
め
る

た
め
、
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
締
結
拡

大
と
水
準
の
引
き
上
げ
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
ま
す
。

2.

企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
考
え
方

①
金
額
水
準

●
高
卒
初
任
給
に
準
拠
す
る
水
準
を
基
本

と
し
、
月
額
1
5
4
、0
0
0
円
以
上
と
し

ま
す
。
高
卒
初
任
給
は
、
企
業
に
お
け
る

入
り
口
賃
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
企
業
内

の
賃
金
の
最
低
規
制
で
あ
る
企
業
内
最
低

賃
金
協
定
の
水
準
と
し
ま
す
。

●
時
間
額
で
協
定
す
る
場
合
は
、
月
額
水

準
を
所
定
労
働
時
間
で
除
し
た
水
準
と
し
、

9
7
5
円
以
上
と
し
ま
す
。
非
正
規
労
働

者
へ
の
適
用
や
産
業
別
最
低
賃
金
へ
の
反

映
を
図
る
た
め
、
時
間
額
に
よ
る
協
定
や

時
間
額
の
併
記
を
行
い
ま
す
。

②
適
用
対
象
者

●
産
業
別
最
低
賃
金
の
適
用
が
「
18
歳
以

上
65
歳
未
満
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

個
別
賃
金
の
一
環
と
し
て
、
18
歳
以
上
の

従
業
員
を
対
象
と
し
た
「
18
歳
最
低
賃
金

協
定
」
締
結
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

●
前
記
水
準
を
前
提
に
、
直
接
雇
用
の
非

正
規
労
働
者
を
含
め
た
協
定
の
締
結
を
め

ざ
し
ま
す
。
非
正
規
労
働
者
が
協
定
の
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
協
定

水
準
を
下
回
る
こ
と
が
な
い
よ
う
労
使
協

議
を
行
い
ま
す
。

③
春
季
生
活
闘
争
に
お
け
る
取
り
組
み

●
全
企
業
連
・
単
組
が
企
業
内
最
低
賃
金

協
定
の
締
結
を
要
求
し
、
賃
金
と
同
時
に

回
答
を
引
き
出
す
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
共
闘
効
果
を
発
揮
し
、

さ
ら
に
賃
金
の
最
低
基
準
を
社
会
全
体
に

波
及
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

④
非
正
規
労
働
者
へ
の
適
用
の
チ
ェ
ッ
ク

II
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●
パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
、
派
遣
労

働
者
、
請
負
の
受
け
入
れ
に
伴
う
労
使
協

議
で
は
、
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
水
準

が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
点
検
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。

3.

申
出
（
申
請
）
時
の
水
準
チ
ェ
ッ
ク

産
業
別
最
低
賃
金
の
金
額
改
正
・
新
設

の
申
出
の
際
に
提
出
す
る
企
業
内
最
低
賃

金
協
定
は
、
申
出
ケ
ー
ス
（
労
働
協
約
ケ

ー
ス
ま
た
は
公
正
競
争
ケ
ー
ス
）
に
関
わ

り
な
く
、
金
額
水
準
の
上
限
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
企
業
内
最
低

賃
金
協
定
の
水
準
を
高
め
る
と
と
も
に
、

申
出
時
の
チ
ェ
ッ
ク
を
十
分
に
行
う
こ
と

と
し
ま
す
。

各
種
会
議
等

1.

各
種
会
議
の
開
催

1
運
営
委
員
会

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
委
員
と
事
務
局

で
構
成
し
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
意

III

【報告（1）①関係労使当事者間の意思疎通】
産業別最低賃金の決定、改正又は廃止（以下「決定等」という。）に関する申出について、

関係労使が双方の意向を了知しておくことは、その後の円滑な審議にとって重要であるため、
当該申出の意向表明後速やかに、関係労使当事者間の意思疎通を図ることとする。この場
合の意思疎通としては、関係労使当事者間において話合いを持つことが望ましい。
なお、関係労使当事者とは、主として、労働協約締結当事者の使用者（使用者団体を含

む。）又は労働組合、都道府県内における当該産業の関係労使団体などを指すものである。

【具体的な対応】
●産業別団体レベル、企業レベル、都道府県（事業所）レベルなど、さまざまな場におい
て、産業別最低賃金についての労使の話し合いを促進する。
●都道府県レベル（たとえば事業所レベルなど）において、申請の取り組みについて経
営者側への通知や労使の話し合いを行う。なお、この取り組みは、最低賃金協定を締
結している企業や事業所に限らず、労働組合の機関決議によって申請を行う場合等にお
いても実施する。
●申請についての通知のみでなく、同時に、産業別最低賃金の意義や役割について、経
営側に理解を求めるべく働きかけに努める。

【報告（1）②関係労使の参加による必要性審議】
産業別最低賃金の決定等の必要性の有無に関する調査審議(以下「必要性審議」とい

う。)について、従来どおりの方法で行うか、当該産業の労使が入った場で行うかを、地方
最低賃金審議会において、地域、産業の実情を踏まえつつ、検討することとする。
なお、必要性審議において、当該産業別最低賃金が適用される中小企業を含めた関係

労使が参加することにより、より実質的な審議が行われることを期待するものである。

【具体的な対応】
●各地域における産業の実情を踏まえながら、実質的な必要性審議ができるような、よ
りのぞましい審議の場のあり方について、各地方審議会で検討を行う。

【報告（1）③金額審議における全会一致の議決に向けた努力】
関係労使のイニシアティブ発揮により設定されるという産業別最低賃金の性格から、産

業別最低賃金の決定又は改正の金額に関する調査審議については、全会一致の議決に至
るよう努力することが望ましい。

【具体的な対応】
●労使のイニシアティブ発揮という趣旨に則り、全会一致の議決に至るように最大限努
力をする。

【報告（1）④関係労使の自主的な努力による周知及び履行確保】
産業別最低賃金の周知及び履行確保について、関係労使のイニシアティブ発揮により設

定されるという産業別最低賃金の性格にかんがみ、行政の役割とあいまって、当該産業別最
低賃金が適用される関係労使がその自主的な努力により、産業別最低賃金の周知及び履行
確保に努めることが望ましい。

【具体的な対応】
●産別・企業（事業所）レベル等での話し合い場を通じて、周知と履行確保の働きかけ
を行うこととする。

【報告（2）①労働協約ケースによる申出に向けた努力】
平成10年報告を踏まえ、関係労使の努力により労働協約ケースが増加してきているところ

であるが、今後においても平成10年報告の再確認を通じ、公正競争ケースから労働協約ケ
ースによる申出に向けて一層努めることとする。
なお、公正競争ケースによる申出において、申出者は平成10年報告を踏まえ、賃金格差

の存在を疎明するための資料の一層の充実を図ることとする。

【具体的な対応】
●労働協約ケース」による申請を一層促進することとし、各産別は企業内最低賃金協定
の締結促進など、そのための取り組みを推進する。
●組織・未組織間などの賃金格差の存在を疎明する「疎明（そめい）資料」の作成と提示
に積極的に取り組む。

【報告（2）②適用労働者数の要件】
「新しい産業別最低賃金の運用方針(昭和57年1月14日中央最低賃金審議会答申）」にお
いて、新しい産業別最低賃金については「相当数の労働者に当該最低賃金の適用が見込
まれるものでなければならない」とされていること、また、昭和61年答申における新産業別最
低賃金への転換に係る経過措置として「相当数の労働者」の範囲については、地方最低賃
金審議会において、原則として1,000人程度を基準として、地域の実情に応じ決定するもの
とする」とされていることを考慮し、産業別最低賃金における「相当数の労働者」の範囲につ
いても、原則として1,000人程度とし、地域、産業の実情を踏まえ、1,000人程度を下回った
ものについては、申出を受けて、地方最低賃金審議会において、廃止等について調査審議
を行うこととする。

【具体的な対応】
●相当数の労働者については、地域・産業の実情を踏まえたものとなるように対応
する。
●具体的な取り組みは、地方連合と連携して対応する。

見
反
映
を
行
う
べ
く
、
対
応
を
検
討
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。

2
対
策
委
員

必
要
に
応
じ
適
宜
開
催
し
、
産
業
別
最

低
賃
金
の
取
り
組
み
方
針
の
論
議
・
確
認

を
行
う
と
と
も
に
、
共
同
し
た
活
動
を
推

進
す
る
た
め
に
具
体
的
活
動
内
容
に
つ
い

て
協
議
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

2.

情
報
の
伝
達

最
低
賃
金
制
度
の
見
直
し
問
題
や
、
金

額
改
正
・
新
設
の
申
出
お
よ
び
審
議
の
状

況
、
地
域
別
最
低
賃
金
・
産
業
別
最
低
賃

金
の
金
額
決
定
状
況
、
各
種
情
報
に
つ
い

て
は
、
適
宜
事
務
局
よ
り
伝
達
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。

以
上
の
方
針
に
も
と
づ
い
て
活
動
を
推

進
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
な
取
り
組
み

方
針
に
つ
い
て
は
対
策
委
員
会
に
お
い

て
、
そ
の
都
度
協
議
・
決
定
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。

中央最低賃金審議会「産業別最低賃金制度全員協議会報告」
（2002年12月6日）への対応
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